
次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る
か
た

は
、
申
請
す
る
と
｢福
祉
医
療
費
受
給

者
証
｣が
交
付
さ
れ
、
診
療
の
際
に
受

給
者
証
と
健
康
保
険
証
を
一
緒
に
医
療

機
関
に
提
示
す
る
と
、
保
険
診
療
の
自

己
負
担
分
が
助
成
さ
れ
ま
す
。
申
請
時

に
は
、
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
証
や

所
得
な
ど
を
確
認
し
ま
す
。

【
申
請
窓
口
】

①
子
ど
も
の
福
祉
医
療
制
度

…
子
ど
も
総
務
課
(市
役
所
２
階
)

☎
(８
８
８
)５
６
９
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
(８
８
８
)５
６
９
３

②
障
が
い
児
(者
)の
福
祉
医
療
制
度

…
障
が
い
福
祉
課
(市
役
所
１
階
)

☎
(８
８
８
)５
６
６
３

Ｆ
Ａ
Ｘ
(８
８
８
)５
６
６
４

＊
①
②
と
も
各
市
民
Ｓ
Ｃ
(中
央
･東
部

を
除
く
)、
駅
東
Ｓ
Ｃ
で
も
受
け
付
け

ま
す
。

①
子
ど
も
の
福
祉
医
療
制
度
の
対
象

０
･１
歳
…
全
員
に
入
院
･通
院
医
療
費

を
助
成
し
ま
す
(所
得
確
認
あ
り
)

２
〜
６
歳
…
入
院
は
全
員
に
助
成
し
ま

す
。
通
院
は
所
得
制
限
あ
り

小
･中
学
生
…
入
院
･通
院
と
も
に
所
得

制
限
あ
り

＊
お
子
さ
ん
が
１
歳
以
上
で
市
(区
町

村
)民
税
所
得
割
が
課
税
さ
れ
て
い

る
世
帯
は
、
自
己
負
担
分
の
半
額
を

お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。
医
療
機

関
(入
院
･通
院
そ
れ
ぞ
れ
)や
薬
局
ご

と
に
月
額
１
千
円
が
上
限
で
す
。

ひ
と
り
親
家
庭
、
父
母
が
い
な
い
家

庭
、父
か
母
が
重
度
の
身
体
障
害
者
手

帳
を
お
持
ち
の
家
庭
…
18
歳
ま
で
の
お

子
さ
ん
(18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最

初
の
３
月
31
日
ま
で
)が
対
象
で
す
。

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
お
子
さ
ん
が

就
職
な
ど
で
、
社
会
保
険
本
人
(※
)に

な
る
と
該
当
し
ま
せ
ん

②
障
が
い
児
(者
)の
福
祉
医
療
制
度
の
対
象

重
度
障
が
い
児
(者
)…
身
体
障
害
者
手

帳
１
〜
３
級
か
療
育
手
帳
Ａ
を
お
持
ち

の
か
た
。
社
会
保
険
本
人
(※
)は
所
得

制
限
が
あ
り
ま
す

高
齢
身
体
障
が
い
者
…
65
歳
以
上
で
身

体
障
害
者
手
帳
４
〜
６
級
を
お
持
ち
の

か
た
。
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
社
会

保
険
本
人
(※
)は
該
当
し
ま
せ
ん

※
＝
秋
田
市
国
民
健
康
保
険
、
国
民
健

康
保
険
組
合
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
以
外
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の

こ
と

◆
所
得
制
限
基
準
額

(扶
養
人
数
＝
基
準
額
)

乳
幼
児
…
０
人
＝
460
万
円
、
１
人
＝
498

万
円
、
２
人
536
万
円
、
３
人
＝
574
万
円

小
･中
学
生
…
０
人
＝
267
万
２
千
円
、

１
人
＝
305
万
２
千
円
、
２
人
＝
343
万
２

千
円
、
３
人
＝
381
万
２
千
円

＊
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
児
童
、
重
度

心
身
障
が
い
児
(者
)お
よ
び
高
齢
身

体
障
が
い
者
の
所
得
制
限
に
お
け
る

各
種
控
除
額
と
所
得
制
限
基
準
額

は
、
こ
れ
ら
と
異
な
り
ま
す
。

■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
し
て
、所
得

確
認
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

申
請
窓
口
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用

し
て
所
得
確
認
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
所
得
確
認
者
全
員
分
の
通
知

カ
ー
ド
な
ど
の
番
号
確
認
書
類
と
、
窓

口
に
来
る
か
た
の
運
転
免
許
証
な
ど
の

身
元
確
認
書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

対
象

・
平
成
30
年
１
月
１
日
に
、
秋
田
市
以

外
に
住
民
登
録
を
し
て
い
た
か
た

・
秋
田
市
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
か

た
で
、
秋
田
市
以
外
に
市
区
町
村
民

税
を
納
税
し
て
い
る
か
た

日
帰
り
遠
足
や
一
時
保
育
サ
ー
ビ
ス

な
ど
、
市
が
設
定
し
た
子
育
て
サ
ポ
ー

ト
の
各
種
プ
ラ
ン
に
利
用
で
き
る
ク
ー

ポ
ン
券
を
、
在
宅
子
育
て
世
帯
と
多
子

世
帯
を
対
象
に
交
付
し
て
い
ま
す
(年

度
内
に
１
回
)。

利
用
期
限
は
来
年
３
月
末
。
ま
だ
交

付
を
受
け
ら
れ
て
い
な
い
ご
家
庭
は
早

め
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

①
在
宅
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
ク
ー
ポ
ン

対
象
▼

平
成
24
年
４
月
２
日
〜
30
年
４

月
１
日
に
生
ま
れ
、
保
育
所
(園
)や
幼

稚
園
な
ど
に
入
所
し
て
い
な
い
お
子
さ

ん
が
い
る
世
帯

交
付
内
容
▼

ク
ー
ポ
ン
券
16
枚
と
、
大

森
山
動
物
園
の
年
間
パ
ス
ポ
ー
ト
引
換

券
１
枚
の
セ
ッ
ト
を
お
子
さ
ん
１
人
に

つ
き
１
冊
交
付
し
ま
す

②
多
子
世
帯
サ
ポ
ー
ト
ク
ー
ポ
ン

対
象
▼

平
成
30
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
、
保
育
所
(園
)や
幼
稚
園
な
ど
に

入
所
し
て
い
な
い
第
３
子
以
降
の
お
子

さ
ん
と
、
そ
の
お
子
さ
ん
を
含
め
３
人

以
上
の
お
子
さ
ん
が
い
る
世
帯

交
付
内
容
▼

ク
ー
ポ
ン
券
30
枚
を
、
お

子
さ
ん
１
人
に
つ
き
１
冊
交
付
し
ま
す

【
申
請
･交
付
窓
口
(①
②
共
通
)】

子
ど
も
未
来
セ
ン
タ
ー
(ア
ル
ヴ
ェ
５

階
)、
子
ど
も
育
成
課
(市
役
所
２
階
)

＊
①
は
各
市
民
Ｓ
Ｃ
(中
央
･東
部
を
除

く
)、
公
立
保
育
所
(６
か
所
)で
も
受

け
付
け
ま
す
。

【
持
ち
物
(①
②
共
通
)】

お
子
さ
ん
の
名
前
が
記
載
さ
れ
た
健
康

保
険
証
、
印
鑑
(認
め
印
)

＊
多
子
世
帯
の
か
た
は
、
同
一
世
帯
の

お
子
さ
ん
全
員
分
の
健
康
保
険
証
が

必
要
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
子
ど
も
未
来
セ
ン
タ

ー
☎
(８
８
７
)５
３
４
０

市
役
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

●
文
中
｢Ｓ
Ｃ
｣は
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
略

平成30年11月１日現在の秋田市の人口〈平成27年国勢調査の結果を反映した数値〉
●人口u308,363人(-119)…男u145,398人(-28)　女u162,965人(-91)

●世帯u136,452世帯(＋60) 
10月分 出生u160人　死亡u318人　転入u534人　転出u495人　　

( )内は前月比●１年前の人口u311,225人

６

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
の

申
請
を
お
忘
れ
な
く

子
育
て
サ
ポ
ー
ト
ク
ー
ポ
ン

の
申
請
は
お
早
め
に



職
場
の
仲
間
や
友
人
と

食
事
を
す
る
機
会
が
増
え

る
季
節
で
す
。
宴
会
が
始

ま
っ
て
か
ら
の
30
分
と
お

開
き
前
の
10
分
な
ど
一
定

の
時
間
、
自
分
の
席
で
料
理

を
楽
し
む
時
間
に
す
る
｢食

う
〜
べ
え
タ
イ
ム
｣を
実
践

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

食
べ
物
を
大
切
に
お
い

し
く
食
べ
き
り
、
食
品
ロ
ス

を
減
ら
し
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ
　
環
境
都
市
推
進
課

☎
(８
８
８
)５
７
０
８

市
で
は
｢健
康
表
彰
｣と
し
て
、
昨
年

度
１
年
間
に
、
保
険
給
付
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
、
か
つ
特
定
健
診
を
対
象
者

全
員
が
受
診
し
、
国
民
健
康
保
険
税
を

完
納
し
て
い
る
世
帯
に
、
記
念
品
を
贈

呈
し
ま
し
た
。

健
康
の
維
持
･増
進
の
た
め
、
年
に

一
度
は
、
特
定
健
診
を
は
じ
め
各
種
検

診
を
忘
れ
ず
に
受
け
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ
　

国
保
年
金
課
☎
(８
８
８
)５
６
３
０

食
う
〜
べ
え
タ
イ
ム
で

お
い
し
く
食
べ
き
ろ
う
！

７ 広報あきた　平成30年12月７日号

配偶者控除は、所得割の納税
義務者の合計所得金額が900万

円(給与収入1,120万円)以上1,000万円
(給与収入1,220万円)以下で、控除額が
表１のとおり減額されます。

また、合計所得金額が1,000万円を超
えると控除が適用されません。

配偶者特別控除は、所得割の
納税義務者の合計所得金額が

900万円(給与収入1,120万円)以上1,000
万円(給与収入1,220万円)以下で、控除
額が表２のとおり減額されます。

また、配偶者の合計所得金額の上限
が123万円(給与収入206.1万円未満)ま
で拡大されます。

＊配偶者の合計所得が38万円(給与収入103万円)を超えた場合は、
住民税非課税判定の扶養の人数には含まれません。

配偶者控除u所得割の納税義務
者に所得制限が設けられます

配偶者特別控除u配偶者の所得
金額の上限が拡大されます

表
２

◆市･県民税の申告をされるかたの問い合わせ＝市民税課個人市民税担当☎(888)5476　
◆確定申告をされるかたの問い合わせ＝秋田南税務署☎(832)4121または秋田北税務署☎(845)1161　

平成31年度から配偶者
控除と配偶者特別控除
が変わります

表
１

個人市･県民税(住民税)の税制改正

①

②

保
険
給
付
の
な
か
っ
た

国
保
加
入
世
帯
を
表
彰


